
昭
和
二
十
七
年
総
理
府
令
第
七
十
四
号

地
方
公
営
企
業
資
産
再
評
価
規
則

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
附
則
第
八
項
の
規
定
に
基
き
、
地
方
公
営
企
業
資
産
再
評
価
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
こ
の
規
則
の
意
義
）

第
一
条
　
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
項

（
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
営
企
業
の
資
産
の
再
評

価
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
帳
簿
価
額
　
地
方
公
営
企
業
に
属
す
る
資
産
（
以
下
「
資
産
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
貸
借
対
照
表
（
貸
借

対
照
表
を
備
え
つ
け
る
と
き
以
前
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
帳
簿
書
類
）
に
つ
け
ら
れ
る
価
額
を
い
う
。

二
　
再
評
価
　
資
産
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
価
額
を
増
額
す
る
こ
と
を
い
う
。

三
　
再
評
価
額
　
再
評
価
に
因
り
、
資
産
の
帳
簿
価
額
が
増
額
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
増
額
後
の
評
価
額
を
い

う
。

四
　
再
評
価
日
　
そ
の
日
現
在
に
お
い
て
、
再
評
価
を
行
つ
た
日
を
い
う
。

五
　
減
価
償
却
資
産
　
有
形
減
価
償
却
資
産
及
び
無
形
減
価
償
却
資
産
を
い
う
。

六
　
有
形
減
価
償
却
資
産
　
建
物
、
工
作
物
そ
の
他
の
固
定
資
産
（
無
形
減
価
償
却
資
産
を
除
く
。
）
で
、
そ
の

償
却
額
が
当
該
企
業
の
損
益
勘
定
の
う
ち
費
用
勘
定
に
算
入
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

七
　
無
形
減
価
償
却
資
産
　
ダ
ム
使
用
権
、
水
利
権
、
特
許
権
、
営
業
権
（
対
価
を
支
払
つ
て
他
か
ら
取
得
し
た

も
の
に
限
る
。
）
、
専
用
側
線
利
用
権
及
び
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
を
い
う
。

八
　
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
　
地
上
権
、
永
小
作
権
及
び
地
役
権
並
び
に
借
地
権
た
る
賃
借
権
を
い
う
。

九
　
取
得
価
額
　
そ
の
資
産
を
取
得
（
製
作
及
び
改
良
を
含
む
。
）
す
る
た
め
に
要
し
た
金
額
（
当
該
資
産
の
取

得
後
再
評
価
日
前
に
そ
の
一
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
滅
失
し
た
部
分
に
対
応
す
る
金
額
を
控

除
し
た
金
額
）
を
い
う
。

（
有
形
減
価
償
却
資
産
の
再
評
価
額
）

第
三
条
　
有
形
減
価
償
却
資
産
の
再
評
価
額
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
に
そ
の
取
得
の
時
期
及
び
耐
用
年
数
（
地

方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
総
理
府
令
第
七
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
り
当
該
各
資
産
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
耐
用
年
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
別
表
第

一
の
倍
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
を
基
準
と
す
る
。

２
　
有
形
減
価
償
却
資
産
で
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
製
作
又
は
改
良
の
完
成
の
た
め
に
一
年
以
上
の
期
間
を

要
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
、
当
該
資
産
を
製
作
し
又
は
改
良
す
る
た
め
に
支
出
し
た
時

期
ご
と
に
、
左
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
を
そ
の
取
得
価
額
と
み
な
し
、
そ
の
製
作
又
は
改
良
の

完
成
の
時
期
を
そ
の
取
得
の
時
期
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
但
し
、
こ
の
資
産
の
再
評
価
に
つ

い
て
は
、
第
五
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

製
作
又
は
改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
金
額×

当
該
支
出
の
時
期
に
応
ず
る
別
表
第
三
の
倍
数
／
完
成
の
時
期
に

応
ず
る
別
表
第
三
の
倍
数

（
土
地
の
再
評
価
額
）

第
四
条
　
土
地
の
再
評
価
額
は
、
そ
の
取
得
価
額
に
そ
の
取
得
の
時
期
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
別
表
第
二
の
倍
数
を

乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
を
基
準
と
す
る
。

（
無
形
減
価
償
却
資
産
及
び
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
の
再
評
価
額
）

第
四
条
の
二
　
無
形
減
価
償
却
資
産
及
び
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
の
再
評
価
額
は
、
無
形
減
価
償
却
資
産
に
つ
い

て
は
、
そ
の
取
得
価
額
に
そ
の
取
得
の
時
期
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
別
表
第
四
号
の
倍
数
を
、
土
地
の
上
に
存
す

る
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
価
額
に
そ
の
取
得
の
時
期
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
別
表
第
二
の
倍
数
を
乗
じ
て

算
出
し
た
金
額
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
そ
の
他
の
事
業
用
資
産
の
再
評
価
額
）

第
四
条
の
三
　
地
方
公
営
企
業
の
用
に
供
す
る
資
産
の
う
ち
減
価
償
却
資
産
、
土
地
及
び
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利

以
外
の
資
産
の
再
評
価
額
は
、
当
該
資
産
の
取
得
価
額
に
そ
の
取
得
の
時
期
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
別
表
第
三
の

倍
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
た
に
法
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
等
に
お
け
る
資
産
の
再
評
価
額
）

第
四
条
の
四
　
令
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
評
価
を
行
な
う
場
合
の
減
価
償
却
資
産
の
再
評
価
額
は
、
第
三

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
再
評
価
額
の
基
準
額
か
ら
、
当

該
資
産
に
つ
い
て
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
、
令
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
評
価
の
再
評
価
日
ま
で

の
間
に
減
価
償
却
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
期
間
に
応
ず
る
施
行
規
則
第
八
条
又
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
減

価
償
却
額
を
控
除
し
た
金
額
を
基
準
と
す
る
。

２
　
令
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
評
価
を
行
う
場
合
の
減
価
償
却
資
産
の
再
評
価
額
は
、
第
三
条
か
ら
前
条

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
再
評
価
額
の
基
準
額
か
ら
、
当
該
資
産
に
つ

い
て
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
（
都
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
五
十
五
条
第

二
項
の
市
に
あ
つ
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日
）
以
後
、
令
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
評
価
の
再
評

価
日
ま
で
の
間
に
、
減
価
償
却
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
期
間
に
応
ず
る
施
行
規
則
第
八
条
又
は
第
九
条
の
規

定
に
よ
る
減
価
償
却
額
を
控
除
し
た
金
額
を
基
準
と
す
る
。

３
　
基
準
日
以
後
、
第
二
次
再
評
価
を
行
つ
た
再
評
価
日
ま
で
の
間
に
そ
の
耐
用
年
数
が
改
定
さ
れ
、
新
耐
用
年
数

が
旧
耐
用
年
数
に
比
し
て
短
縮
さ
れ
た
資
産
の
再
評
価
額
は
、
旧
耐
用
年
数
を
用
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出

し
た
金
額
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
取
得
の
時
期
及
び
取
得
価
額
の
特
例
）

第
五
条
　
第
三
条
、
第
四
条
、
第
四
条
の
二
及
び
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
資
産
で
製
作
、
改
良
そ
の
他
に
因
り
一

年
以
上
の
期
間
に
わ
た
つ
て
取
得
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
の
末
日
の
属
す
る
時
期
を
そ
の
取
得
の
時

期
と
み
な
し
、
当
該
資
産
を
取
得
す
る
た
め
に
要
し
た
金
額
の
合
計
額
を
そ
の
取
得
価
額
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。

（
取
得
の
時
期
の
不
明
な
資
産
）

第
六
条
　
取
得
の
時
期
の
不
明
な
資
産
に
つ
い
て
は
、
左
の
各
号
の
い
ず
れ
か
一
に
掲
げ
る
時
期
を
そ
の
取
得
の
時

期
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
資
産
に
つ
い
て
最
も
古
い
記
録
が
あ
る
時
期

二
　
当
該
資
産
に
つ
い
て
、
そ
の
令
附
則
第
六
項
の
再
評
価
基
準
日
以
後
の
使
用
可
能
年
数
を
見
積
り
、
そ
の
年

数
を
、
当
該
資
産
を
新
た
に
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
こ
れ
に
つ
き
通
常
の
管
理
又
は
修
理
を
な
す
も
の
と
し

て
予
測
さ
れ
る
使
用
可
能
年
数
か
ら
控
除
し
た
年
数
を
再
評
価
基
準
日
以
前
に
さ
か
の
ぼ
つ
た
時
期

三
　
左
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
時
期
の
う
ち
当
該
資
産
の
取
得
の
時
期
に
最
も
近
い
と
認
め
ら
れ
る
時
期

イ
　
当
該
資
産
の
属
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
、
事
業
設
備
と
し
て
当
該
資
産
と
一
体
を
な
す
他
の
資

産
で
、
当
該
資
産
の
取
得
の
時
期
と
同
じ
時
期
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
時
期
に
取
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も

の
の
取
得
の
時
期

ロ
　
当
該
資
産
を
有
す
る
者
若
し
く
は
当
該
資
産
が
そ
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
事
業
と
同
じ
種
類
の
事
業
を
営

む
他
の
者
が
有
す
る
同
じ
種
類
の
資
産
で
、
そ
の
再
評
価
基
準
日
に
お
け
る
現
況
が
当
該
資
産
に
類
似
す
る

も
の
の
取
得
の
時
期

ハ
　
当
該
資
産
の
構
造
又
は
型
式
に
よ
つ
て
推
定
さ
れ
る
取
得
の
時
期

ニ
　
当
該
資
産
に
表
示
さ
れ
て
い
る
そ
の
製
作
の
時
期

ホ
　
当
該
資
産
の
属
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
場
の
建
設
の
時
期

ヘ
　
当
該
資
産
が
そ
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
事
業
の
開
始
の
時
期

ト
　
当
該
資
産
の
取
得
価
額
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
得
価
額
に
よ
つ
て
推
定
さ
れ
る
取
得

の
時
期

（
取
得
価
額
の
不
明
な
資
産
）

第
七
条
　
取
得
価
額
の
不
明
な
資
産
に
つ
い
て
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
当
該
資
産
の
取
得
価
額
に
最

も
近
い
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
そ
の
取
得
価
額
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
資
産
に
つ
い
て
最
も
古
い
記
録
に
記
載
さ
れ
た
価
額

二
　
当
該
資
産
を
有
す
る
者
又
は
当
該
資
産
が
そ
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
事
業
と
同
じ
種
類
の
事
業
を
営
む
他
の

者
が
、
当
該
資
産
の
取
得
の
時
期
と
同
じ
時
期
に
取
得
し
た
当
該
資
産
に
類
似
す
る
他
の
資
産
の
取
得
価
額

三
　
当
該
資
産
の
取
得
の
時
期
に
お
け
る
同
じ
種
類
の
資
産
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
他
の
資
産
の
価
額

1



四
　
当
該
資
産
を
有
す
る
者
又
は
当
該
資
産
が
そ
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
事
業
と
同
じ
種
類
の
事
業
を
営
む
他
の

者
が
、
当
該
資
産
の
取
得
の
時
期
の
前
又
は
後
三
年
以
内
に
取
得
し
た
当
該
資
産
に
類
似
す
る
他
の
資
産
で
、

そ
の
取
得
価
額
の
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
取
得
価
額
に
左
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た

金
額当

該
資
産
に
類
似
す
る
資
産
の
取
得
の
時
期
に
応
ず
る
別
表
第
三
の
倍
数
／
当
該
資
産
の
取
得
の
時
期
に
応

ず
る
別
表
第
三
の
倍
数

五
　
当
該
資
産
の
構
造
又
は
型
式
に
よ
つ
て
推
定
さ
れ
る
取
得
価
額

（
取
得
の
時
期
及
び
取
得
価
額
の
不
明
な
資
産
）

第
八
条
　
取
得
時
期
及
び
取
得
価
額
の
不
明
な
資
産
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
取
得
の
時
期
を
定

め
た
後
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
取
得
価
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
陳
腐
化
し
た
資
産
等
）

第
九
条
　
陳
腐
化
し
て
い
る
資
産
そ
の
他
の
資
産
で
、
再
評
価
基
準
日
に
お
い
て
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の

の
再
評
価
額
は
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
四
条
の
二
及
び
第
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
資
産
が
使

用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
再
評
価
基
準
日
に
お
い
て
譲
渡
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
通
常
つ
け
ら
る
べ
き
価
額
を
基
準

と
す
る
。

一
　
過
度
の
使
用
又
は
修
理
不
充
分
等
に
因
り
、
当
該
資
産
が
著
し
く
損
耗
し
て
い
る
も
の

二
　
機
械
等
の
資
産
に
つ
い
て
そ
の
型
式
が
旧
式
と
な
り
、
そ
の
能
率
が
低
下
し
て
い
る
も
の

三
　
機
械
等
の
資
産
に
つ
い
て
当
該
資
産
を
使
用
し
て
生
産
さ
れ
る
製
品
が
旧
式
と
な
り
、
そ
の
使
用
価
値
が
低

下
し
て
い
る
も
の

四
　
経
済
事
情
そ
の
他
の
変
化
に
よ
り
、
当
該
資
産
の
属
す
る
事
業
設
備
が
一
体
と
し
て
旧
式
と
な
り
、
そ
の
経

済
的
価
値
が
低
下
し
て
い
る
も
の

五
　
当
該
資
産
が
そ
の
本
来
の
用
途
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
他
の
用
途
に
使
用
さ
れ
、
そ
の
経
済
的

価
値
が
低
下
し
て
い
る
も
の

六
　
当
該
資
産
の
所
在
す
る
場
所
の
状
況
の
変
化
に
因
り
、
当
該
資
産
の
経
済
的
価
値
が
低
下
し
て
い
る
も
の

七
　
当
該
資
産
が
遊
休
状
態
に
あ
り
、
そ
の
経
済
的
価
値
が
低
下
し
て
い
る
も
の

八
　
当
該
資
産
が
そ
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
事
業
の
収
益
率
が
正
常
な
経
済
状
態
に
お
い
て
も
著
し
く
低
く
、
且

つ
、
当
該
資
産
を
他
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

九
　
当
該
資
産
の
価
格
の
上
昇
率
が
一
般
物
価
の
上
昇
率
に
比
し
て
著
し
く
低
い
も
の

十
　
当
該
資
産
の
取
得
価
額
が
そ
の
取
得
の
時
期
に
お
け
る
一
般
物
価
水
準
に
比
し
て
著
し
く
高
い
も
の

十
一
　
そ
の
他
当
該
資
産
の
再
評
価
基
準
日
に
お
け
る
価
額
が
当
該
資
産
に
つ
い
て
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
算
出
さ
れ
た
再
評
価
額
よ
り
明
ら
か
に
、
且
つ
、
著
し
く
低
い
も
の

（
再
評
価
資
産
に
つ
い
て
の
償
却
額
の
計
算
）

第
十
条
　
地
方
公
営
企
業
が
再
評
価
を
行
つ
た
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
に
つ
い
て
の
再
評
価
日
以

後
に
お
い
て
、
そ
の
再
評
価
額
に
基
い
て
施
行
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
償
却
額
を
損
益
勘
定
の

う
ち
費
用
勘
定
に
算
入
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
有
形
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
損
益
勘
定
の
う
ち
費
用
勘
定
に
算
入
さ
れ
る
償
却
額
の

累
計
額
が
、
当
該
資
産
の
再
評
価
額
の
百
分
の
九
十
五
に
相
当
す
る
金
額
に
達
す
る
ま
で
適
用
す
る
。
た
だ
し
、

施
行
規
則
第
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
有
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
に
係
る
減
価
償
却
額
の
累
計

額
が
、
当
該
資
産
の
再
評
価
額
の
百
分
の
九
十
五
に
相
当
す
る
金
額
に
達
し
た
後
に
お
い
て
も
、
同
条
同
項
の
規

定
に
よ
り
、
償
却
額
の
累
計
額
が
当
該
資
産
の
再
評
価
額
か
ら
一
円
を
控
除
し
た
金
額
に
達
す
る
ま
で
減
価
償
却

を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
減
価
償
却
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
計
算
に
用
い
る
減
価
償
却
資
産
に

係
る
耐
用
年
数
は
、
施
行
規
則
別
表
第
二
号
及
び
別
表
第
三
号
に
定
め
る
耐
用
年
数
か
ら
昭
和
二
十
七
年
四
月
一

日
の
属
す
る
年
度
以
後
再
評
価
日
の
属
す
る
年
度
の
直
前
の
年
度
ま
で
の
年
数
を
差
し
引
い
た
年
数
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
八
月
二
一
日
総
理
府
令
第
六
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
五
月
三
〇
日
総
理
府
令
第
四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
一
四
日
総
理
府
令
第
三
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
二
月
一
日
自
治
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
二
年
度
の
予
算
及
び
決
算
並
び
に
昭
和
四
十
二
年
四
月
一

日
以
降
に
行
な
わ
れ
る
資
産
の
再
評
価
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
一
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一

有
形
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
の
再
評
価
倍
数

耐用年数
３年
４年
５年
６年
８年
９年
１０年
１２年

１３年

１５年

１６年

１７年

１８年

１９年

２０年

２３年

２５年

２７年
３０年
３５年

３６年

４０年

４５年

４６年

４８年

５０年

５５年

６０年

６１年

６５年

７０年

７５年

８０年

１００年

耐用年数

取得の時期

取得の時期

明治３３年以前

０．２１

０．３６

０．５７

０．８７

１．３

１．７

３．９

５．８

８．１
１３
２２

２５

３５

４９

５１

５７

６４

８０

９４

９８

１１１

１３０

１４４

１６０

２０９

明治３３年以前

３４年

０．２６

０．４４

０．６９

１．０

１．５

２．１

４．５

６．６

９．２
１４
２５

２８

３９

５３

５６

６３

７０

８７

１０２

１０６

１２０

１３９

１５５

１７２

２２３

３４年

３５

０．３１

０．５１

０．７８

１．２

１．７

２．２

４．９

７．２

１０
１５
２６

２９

４０

５６

５９

６５

７２

９０

１０５

１０９

１２３

１４２

１５８

１７５

２２６

３５

３６

０．３４

０．５６

０．８５

１．３

１．８

２．３

５．１

７．４

１０
１６
２７

２９

４０

５５

５８

６４

７１

８８

１０３

１０７

１２０

１３８

１５４

１６９

２１７

３６

３７

０．３８

０．６２

０．９３

１．４

１．９

２．５

５．３

７．７

１１
１６
２７

３０

４１

５５

５８

６５

７１

８７

１０１

１０５

１１８

１３６

１５１

１６５

２１２

３７

2



３８

０．１２

０．４２

０．６６

０．９９

１．５

２．０

２．６

５．５

７．９

１１
１６
２７

３０

４０

５４

５７

６３

６９

８４

９８

１０２

１１４

１３１

１４４

１５８

２０２

３８

３９

０．１４

０．４８

０．７５

１．１

１．６

２．２

２．９

５．９

８．４

１１
１７
２８

３１

４１

５５

５８

６４

７０

８５

９９

１０３

１１５

１３１

１４４

１５８

２０１

３９

４０

０．１６

０．５２

０．８１

１．２

１．７

２．３

３．０

６．０

８．６

１１
１７
２８

３０

４０

５４

５７

６２

６８

８２

９５

９９

１１０

１２５

１３８

１５１

１９１

４０

４１

０．２１

０．６４

０．９７

１．４

２．０

２．７

３．５

６．９

１０

１３
１９
３１

３３

４４

５９

６２

６７

７４

８９

１０３

１０７

１１８

１３４

１４８

１６１

２０２

４１

４２

０．１３

０．２７

０．７９

１．２

１．７

２．４

３．２

４．１

８．０

１１

１５
２２
３４

３８

４９

６５

６８

７４

８１

９８

１１２

１１６

１２９

１４６

１６０

１７４

２１７

４２

４３

０．１０

０．３２

０．９１

１．３

１．９

２．７

３．６

４．５

８．８

１２

１６
２３
３６

４０

５２

６８

７１

７７

８４

１０１

１１５

１１９

１３２

１４９

１６３

１７７

２２０

４３

４４

０．１９

０．３８

１．０

１．５

２．１

３．２

３．９

４．９

９．４

１３

１７
２４
３７

４１

５３

６９

７２

７７

８５

１０１

１１５

１２０

１３１

１４８

１６２

１７６

２１７

４４

４５

０．２２

０．４３

１．１

１．７

２．３

３．２

４．２

５．２

１０

１３

１７
２４
３６

４１

５３

６８

７２

７７

８４

１００

１１３

１１７

１２８

１４４

１５７

１７１

２０９

４５

大正２

０．２７

０．５２

１．３

１．９

２．６

３．６

４．７

５．８

１１

１５

１９
２６
４０

４４

５６

７２

７５

８０

８７

１０４

１１７

１２１

１３３

１４９

１６２

１７５

２１４

大正２

３

０．３５

０．６５

１．６

２．３

３．２

４．３

５．５

６．９

１２

１７

２１
３０
４５

４９

６２

７９

８３

８８

９６

１１３

１２７

１３２

１４４

１６１

１７５

１８９

２２９

３

４

０．４２

０．７７

１．９

２．７

３．６

４．８

６．２

７．６

１４

１８

２３
３２
４７

５１

６５

８２

８６

９２

９９

１１７

１３１

１３５

１４７

１６４

１７８

１９２

２３２

４

５

０．４３

０．７６

１．８

２．５

３．４

４．５

５．８

７．１

１２

１６

２１
２８
４２

４５

５７

７２

７５

７９

８６

１０１

１１２

１１６

１２６

１４０

１５２

１６４

１９７

５

６

０．４１

０．７２

１．７

２．３

３．１

４．１

５．２

６．３

１１

１４

１８
２４
３６

３８

４８

６０

６２

６６

７２

８３

９３

９６

１０４

１１５

１２４

１３４

１６０

６

７

０．３８

０．６６

１．５

２．１

２．７

３．６

４．５

５．４

９．２

１２

１５
２０
２９

３１

３９

４８

５０

５３

５７

６６

７４

７６

８２

９１

９８

１０５

１２５

７

８

０．３８

０．６４

１．４

１．９

２．５

３．３

４．１

５．０

８．３

１１

１３
１８
２５

２７

３３

４１

４３

４６

４９

５６

６３

６５

７０

７７

８２

８８

１０４

８

９

０．１２
０．４２

０．７

１．５

２．０

２．６

３．４

４．２

５．１

８．４

１１

１３
１７
２５

２６

３２

４０

４１

４３

４７

５３

５９

６１

６６

７２

７７

８２

９７

９

１０

０．２０
０．６７

１．１

２．３

３．０

３．９

５．０

６．２

７．４

１２

１５

１９
２４
３４

３６

４４

５４

５６

５９

６３

７２

８０

８２

８８

９６

１０３

１１０

１２９

１０

１１

０．１１
０．２６
０．８３

１．３

２．７

３．６

４．６

５．８

７．１

８．５

１４

１７

２１
２７
３７

３９

４８

５８

６０

６４

６８

７７

８５

８７

９３

１０２

１０９

１１６

１３５

１１

１２

０．１５
０．３２
１．０

１．６

３．１

４．１

５．２

６．５

７．９

９．５

１５

１８

２２
２８
３９

４１

５０

６０

６２

６６

７０

７９

８６

８９

９５

１０３

１１０

１１７

１３６

１２

１３

０．１９
０．３９
１．２

１．８

３．５

４．５

５．７

７．１

８．６

１０

１６

１９

２３
３０
４０

４３

５１

６１

６３

６６

７０

７９

８７

８９

９５

１０３

１０９

１１６

１３４

１３

１４

０．２５
０．５１
１．４

２．２

４．２

５．４

６．７

８．３

１０

１２

１８

２２

２６
３３
４４

４６

５５

６６

６８

７１

７５

８５

９２

９５

１０１

１０９

１１５

１２２

１４０

１４

１５

０．１２
０．３７
０．７３
２．０

３．０

５．５

７．０

８．６

１１

１３

１５

２２

２７

３２
４０
５３

５６

６６

７８

８０

８４

８９

１００

１０８

１１１

１１８

１２７

１３４

１２２

１６２

１５
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昭和２

０．１９
０．５
０．９７
２．５

３．７

６．７

８．５

１０

１３

１５

１７

２６

３１

３７
４６
６０

６３

７４

８７

８９

９３

９８

１０９

１１８

１２２

１２８

１３８

１４６

１５４

１７５

昭和２

３

０．２８
０．６５
１．２
３．１

４．４

７．８

１０

１２

１４

１７

１９

２８

３４

４０
４９
６３

６７

７７

９１

９３

９７

１０２

１１３

１２２

１２５

１３２

１４２

１４９

１５７

１７７

３

４

０．４１
０．８７
１．６
３．８

５．４

９．４

１２

１４

１７

１９

２２

３２

３８

４５
５４
７０

７３

８４

９８

１００

１０５

１１１

１２２

１３１

１３４

１４１

１５１

１５８

１６６

１８７

４

５

０．６６
１．４
２．４
５．６

７．９

１３

１６

１９

２３

２７

３１

４３

５１

５９
７２
９１

９４

１０９

１２５

１２８

１３４

１４０

１５４

１６５

１６９

１７７

１８９

１９８

２０８

２３２

５

６

０．１４
１．１
２．１
３．６
８

１１

１８

２２

２６

３１

３６

４１

５６

６６

７６
９２
１１４

１１９

１３６

１５６

１５９

１６６

１７３

１９０

２０３

２０８

２１７

２３１

２４２

２５３

２８１

６

７

０．１９
１．３
２．４
４．１
８．８

１２

１９

２３

２７

３２

３７

４１

５６

６６

７５
８９
１１０

１１４

１３０

１４８

１５１

１５７

１６３

１７９

１９０

１９４

２０３

２１５

２２５

２３４

２５９

７

８

０．２４
１．５
２．８
４．５
９．３

１２

２０

２３

２７

３２

３６

４０

５４

６３

７１
８４
１０３

１０６

１２１

１３６

１３９

１４４

１４９

１６２

１７２

１７６

１８３

１９４

２０２

２１０

２３２

８

９

０．３５
２．０
３．５
５．５
１１

１５

２２

２６

３１

３５

４０

４４

５９

６７

７６
８９
１０８

１１１

１２５

１４１

１４３

１４８

１５４

１６６

１７６

１７９

１８６

１９７

２０４

２１２

２３２

９

１０

０．５０
２．６
４．４
６．８
１３

１７

２６

３０

３４

３９

４４

４９

６３

７２

８１
９４
１１２

１１６

１３０

１４４

１４７

１５２

１５７

１６９

１７８

１８２

１８８

１９８

２０５

２１３

２３２

１０

１１

０．１７
０．７１
３．３
５．５
８．３
１５

１９

２９

３３

３７

４３

４８

５２

６７

７６

８４
９７
１１５

１１８

１３２

１４６

１４８

１５３

１５８

１６９

１７８

１８１

１８７

１９６

２０３

２１０

２２８

１１

１２

０．２４
０．２２
３．６
５．８
８．５
１５

１９

２７

３１

３５

４０

４４

４８

６１

６８

７６
８６
１０１

１０４

１１５

１２６

１２８

１３２

１３６

１４５

１５２

１５５

１６０

１６７

１７２

１７８

１９２

１２

１３

０．３９
０．１２
４．６
７．１
１０
１７

２２

３０

３４

３８

４３

４７

５１

６３

７１

７８
８８
１０２

１０５

１１５

１２６

１２８

１３１

１３６

１４４

１５０

１５３

１５７

１６４

１６９

１７４

１８７

１３

１４

０．１３
０．５６
１．６
５．５
８．４
１２
１９

２３

３２

３６

４０

４４

４９

５２

６４

７１

７７
８６
９９

１０１

１１１

１２０

１２２

１２５

１２９

１３６

１４１

１４３

１４７

１５３

１５７

１６２

１７３

１４

１５

０．２１
０．８２
２．１
６．６
１０
１３
２１

２５

３３

３７

４１

４５

４９

５２

６３

６９

７５
８３
９５

９７

１０５

１１３

１１４

１１７

１２０

１２６

１３１

１３３

１３６

１４１

１４５

１４９

１５８

１５

１６

０．３５
１．２
２．８
８．２
１２
１５
２３

２８

３６

４０

４４

４８

５２

５５

６４

７１

７６
８４
９４

９６

１０３

１１１

１１２

１１５

１１７

１２３

１２７

１２９

１３２

１３６

１３９

１４３

１５１

１６

１７

０．５７
１．７
３．８
１０
１４
１８
２６

３１

３９

４３

４６

５０

５４

５６

６６

７１

７６
８３
９３

９４

１０１

１０７

１０９

１１１

１１３

１１８

１２１

１２３

１２６

１２９

１３２

１３５

１４２

１７

１８
０．１６
０．９７
２．６
５．３
１３
１７
２１
３０

３４

４２

４６

４９

５３

５７

５９

６８

７３

７８
８４
９２

９４

１００

１０５

１０７

１０８

１１１

１１５

１１８

１１９

１２２

１２５

１２７

１３０

１３６

１８

１９
０．３１
１．４
３．７
６．８
１５
１９
２３
３２

３６

４３

４７

５０

５３

５６

５９

６６

７１

７５
８０
８７

８８

９３

９８

９９

１００

１０２

１０６

１０８

１０９

１１１

１１４

１１６

１１８

１２３

１９

２０
０．４５
１．７
３．９
６．７
１３
１６
１９
２６

２８

３３

３６

３８

４０

４２

４４

４９

５１

５４
５７
６２

６２

６５

６８

６９

７０

７１

７３

７５

７５

７６

７８

７９

８０

８３

２０

２１
０．２１
０．６６
１．３
２．１
３．８
４．５
５．３
６．７

７．３

８．４

８．９

９．３

９．８

１０

１１

１２

１２

１３
１３
１４

１４

１５

１５６

１６

１６

１６

１６

１７

１７

１７

１７

１８

１８

１８

２１

２２
０．１５
０．３９
０．７１
１．０
１．７
２．０
２．２
２．７

２．９

３．３

３．５

３．６

３．７

３．９

４

４．３

４．５

４．６
４．８
５．１

５．２

５．３

５．５

５．５

５．６

５．７

５．８

５．９

５．９

６

６

６．１

６．２

６．３

２２

２３
０．１２
０．２７
０．４２
０．５８
０．８５
０．９６
１．１
１．２

１．３

１．４

１．５

１．６

１．６

１．７

１．７

１．８

１．９

１．９
２
２．１

２．１

２．１

２．２

２．２

２．２

２．２

２．３

２．３

２．３

２．３

２．４

２．４

２．４

２．４

２３
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２４
０．１５
０．２８
０．４０
０．５０
０．６７
０．７４
０．８０
０．８９

０．９４

１．０

１．０

１．１

１．１

１．１

１．１

１．２

１．２

１．２
１．３
１．３

１．３

１．３

１．４

１．４

１．４

１．４

１．７

１．８

１．８

１．８

１．８

１．８

１．８

１．８

２４

２５
０．３
０．４４
０．５５
０．６４
０．７８
０．８３
０．８７
０．９５

０．９７

１．０

１．０

１．１

１．１

１．１

１．１

１．１

１．２

１．２
１．２
１．２

１．２

１．２

１．３

１．３

１．３

１．３

１．３

１．３

１．３

１．３

１．３

１．３

１．３

１．３

２５

２６
０．４６
０．５６
０．６３
０．６８
０．７５
０．７７
０．７９
０．８３

０．８４

０．８６

０．８７

０．８７

０．８８

０．８９

０．８９

０．９１

０．９１

０．９２
０．９３
０．９４

０．９４

０．９４

０．９５

０．９５

０．９５

０．９６

０．９６

０．９６

０．９６

０．９７

０．９７

０．９７

０．９７

０．９８

２６

注
上
記
の
表
に
該
当
す
る
耐
用
年
数
が
な
い
資
産
に
つ
い
て
の
倍
数
は
、
そ
の
取
得
の
時
期
及
び
耐
用
年
数
に
応
じ

て
下
記
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
に
よ
る
。

（
１－

償
却
率
）
ｎ×

取
得
の
時
期
に
応
ず
る
別
表
第
三
の
倍
数

「
償
却
率
」
と
は
、
そ
の
耐
用
年
数
に
応
じ
て
施
行
規
則
別
表
第
三
号
に
定
め
ら
れ
た
償
却
率
を
い
い
、
「
ｎ
」

と
は
、
そ
の
取
得
の
年
か
ら
昭
和
２
６
年
ま
で
の
経
過
年
数
を
い
う
。

別
表
第
二

土
地
及
び
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
再
評
価
倍
数
表

取
得
の
時
期

倍
数

取
得
の
時
期

倍
数

取
得
の
時
期

倍
数

明
治
３
３
年
以
前

１
７
９

大
正
７
年

９
０

昭
和
１
１
年

８
６

明
治
３
４
年

１
８
８

大
正
８
年

５
３

昭
和
１
２
年

８
５

明
治
３
５
年

１
８
６

大
正
９
年

６
８

昭
和
１
３
年

８
０

明
治
３
６
年

１
７
５

大
正
１
０
年

６
４

昭
和
１
４
年

７
５

明
治
３
７
年

１
６
５

大
正
１
１
年

６
１

昭
和
１
５
年

７
３

明
治
３
８
年

１
５
６

大
正
１
２
年

６
５

昭
和
１
６
年

６
５

明
治
３
９
年

１
５
１

大
正
１
３
年

６
５

昭
和
１
７
年

６
１

明
治
４
０
年

１
３
９

大
正
１
４
年

６
６

昭
和
１
８
年

５
１

明
治
４
１
年

１
４
５

／
大
正
１
５
／
昭
和
元
／
年

６
４

昭
和
１
９
年

４
６

明
治
４
２
年

１
５
２

昭
和
２
年

６
７

昭
和
２
０
年

３
５

明
治
４
３
年

１
５
０

昭
和
３
年

６
８

昭
和
２
１
年

１
４

明
治
４
４
年

１
４
５

昭
和
４
年

６
９

昭
和
２
２
年

５
．
４

／
明
治
４
５
／
大
正
元
／
年

１
３
７

昭
和
５
年

７
４

昭
和
２
３
年

２
．
１

大
正
２
年

１
３
６

昭
和
６
年

８
８

昭
和
２
４
年

１
．
５

大
正
３
年

１
５
１

昭
和
７
年

９
６

昭
和
２
５
年

１
．
３

大
正
４
年

１
６
２

昭
和
８
年

９
６

昭
和
２
６
年

１
．
０

大
正
５
年

１
４
８

昭
和
９
年

９
２

大
正
６
年

１
２
５

昭
和
１
０
年

９
０

別
表
第
三

そ
の
他
の
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
の
再
評
価
倍
数
表

取
得
の
時
期

倍
数

取
得
の
時
期

倍
数

取
得
の
時
期

倍
数

明
治
３
３
年
以
前

７
０
０

大
正
７
年

２
７
５

昭
和
１
１
年

３
３
１

明
治
３
４
年

７
３
０

大
正
８
年

２
２
４

昭
和
１
２
年

２
７
２

明
治
３
５
年

７
２
３

大
正
９
年

２
０
４

昭
和
１
３
年

２
５
８

明
治
３
６
年

６
８
０

大
正
１
０
年

２
６
４

昭
和
１
４
年

２
３
４

明
治
３
７
年

６
４
６

大
正
１
１
年

２
７
０

昭
和
１
５
年

２
０
９

明
治
３
８
年

６
０
２

大
正
１
２
年

２
６
６

昭
和
１
６
年

１
９
５

明
治
３
９
年

５
８
５

大
正
１
３
年

２
５
６

昭
和
１
７
年

１
７
９

明
治
４
０
年

５
４
２

大
正
１
４
年

２
６
２

昭
和
１
８
年

１
６
７

明
治
４
１
年

５
６
２

／
大
正
１
５
／
昭
和
元
／
年

２
９
６

昭
和
１
９
年

１
４
８

明
治
４
２
年

５
９
０

昭
和
２
年

３
１
２

昭
和
２
０
年

９
８

明
治
４
３
年

５
８
３

昭
和
３
年

３
１
０

昭
和
２
１
年

２
１

明
治
４
４
年

５
６
２

昭
和
４
年

３
１
９

昭
和
２
２
年

７
．
１

／
明
治
４
５
／
大
正
元
／
年

５
３
０

昭
和
５
年

３
８
７

昭
和
２
３
年

２
．
７

大
正
２
年

５
２
９

昭
和
６
年

４
５
８

昭
和
２
４
年

１
．
６

大
正
３
年

５
５
４

昭
和
７
年

４
１
３

昭
和
２
５
年

１
．
４

大
正
４
年

５
４
８

昭
和
８
年

３
６
０

昭
和
２
６
年

１
．
０

大
正
５
年

４
５
３

昭
和
９
年

３
５
３

大
正
６
年

３
６
０

昭
和
１
０
年

３
４
５

別
表
第
四

無
形
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
の
再
評
価
倍
数
表

種
類

特
許
権
営
業
権

電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権

水
利
権

専
用
側
線
利
用
権

ダ
ム
使
用
権

取
得
の
時
期

明
治
３
３
年
以
前

８
．
４

明
治
３
４
年

２
３

明
治
３
５
年

３
６

明
治
３
６
年

４
７

明
治
３
７
年

５
７

明
治
３
８
年

６
４

明
治
３
９
年

７
４

明
治
４
０
年

７
９

明
治
４
１
年

９
２

明
治
４
２
年

１
０
８

明
治
４
３
年

１
１
８

明
治
４
４
年

１
２
４

明
治
４
５
年

１
２
７

大
正
元
年

大
正
２
年

１
３
７

大
正
３
年

１
５
４

大
正
４
年

１
６
３

大
正
５
年

１
４
３

大
正
６
年

１
２
１

大
正
７
年

９
７

大
正
８
年

８
４

大
正
９
年

８
０

大
正
１
０
年

１
０
９

大
正
１
１
年

１
１
６

大
正
１
２
年

３
．
７

１
１
９
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大
正
１
３
年

１
２

１
２
０

大
正
１
４
年

２
１

１
２
８

大
正
１
５
年

３
４

１
５
０

昭
和
元
年

昭
和
２
年

４
７

１
６
４

昭
和
３
年

５
７

１
６
９

昭
和
４
年

７
０

１
８
０

昭
和
５
年

９
８

２
２
５

昭
和
６
年

１
３
１

２
７
５

昭
和
７
年

１
３
２

２
５
６

昭
和
８
年

１
８

１
２
７

２
３
０

昭
和
９
年

３
５

１
３
７

２
３
２

昭
和
１
０
年

５
２

１
４
６

２
３
４

昭
和
１
１
年

６
６

１
５
１

２
３
０

昭
和
１
２
年

２
．
７

６
８

１
３
３

１
９
４

昭
和
１
３
年

２
０

７
７

１
３
５

１
８
９

昭
和
１
４
年

３
３

８
２

１
３
１

１
７
６

昭
和
１
５
年

４
３

８
３

１
２
４

１
６
１

昭
和
１
６
年

５
３

８
８

１
２
２

１
５
４

昭
和
１
７
年

６
１

９
０

１
１
８

１
４
５

昭
和
１
８
年

１
７

６
８

９
２

１
１
６

１
３
８

昭
和
１
９
年

３
０

７
０

８
９

１
０
８

１
２
６

昭
和
２
０
年

２
９

５
３

６
４

７
５

８
５

昭
和
２
１
年

８
．
４

１
３

１
４

１
７

１
９

昭
和
２
２
年

３
．
６

４
．
８

５
．
３

５
．
９

６
．
４

昭
和
２
３
年

１
．
６

２
．
０

２
．
１

２
．
３

２
．
５

昭
和
２
４
年

１
．
１

１
．
３

１
．
４

１
．
４

１
．
５

昭
和
２
５
年

１
．
１

１
．
２

１
．
２

１
．
３

１
．
３

昭
和
２
６
年

０
．
９
０

０
．
９
３

０
．
９
５

０
．
９
７

０
．
９
８
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